
 

 

1 

 

道路構造の手引き改定対照表 

第 6 編 交通安全 

6-5 

 

新 旧 改訂理由 

 

 

 

参考文献の改訂に伴う文

章の追記。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  構造 

1.5.1   歩道等のバリアフリー構造 

(1)  概要 

平成 12年 11 月 15 日に「高齢者，身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」

（「交通バリアフリー法」）が施行され，高齢者，身体障害者等の移動に際しての身体の負担を軽減し，移動の利

便性及び安全性の向上を図るために，関係機関による一体的・重点的な移動円滑化の実施・枠組みが位置付けら

れた。道路空間においても同法に基づいたバリアフリー化が進められてきたところである。 

また，平成 18年 6月 21 日に公布され，同年 12月 20 日に施行された「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」(「バリアフリー新法」)では，高齢者，障害者等(身体障害者，知的障害者，精神障害者，

発達障害者を含む，全ての障害者)の移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために，利用者や整備

の対象範囲を拡大しつつ，より一層のバリアフリー化を進展させることとなったところである。 

国土交通省では，バリアフリー法の施行に合わせて，全ての人々が安全で安心して利用できる道路空間のユニ

バーサルデザイン化を目指し，バリアフリー新法に基づく特定道路の新設または改築を行うに際して適合させる

基準として「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」(平成 18 年 12 月 19 日国土交

通省令第 116 号)を定めた。 

この基準は，道路の構造の遵守すべき最低基準を定めているものであり，実際の道路空間を形成する上では，

高齢者，障害者等をはじめ全ての利用者のニーズに合ったより質の高い歩行空間の形成が求められている。 

また基準は，バリアフリー新法の特定道路に課されるだけでなく，その他の全ての道路に対して適合の努力義

務が課されている。 

さらに，平成 30 年 5 月のバリアフリー法改正により，「障碍者の権利に関する条約」及びこれに伴う他法律の

改正等を踏まえ，「高齢者，障碍者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における

事物，制度，慣行，観念その他一切のものの除去に資すること及び全ての国民が年齢，障害の有無その他の事情

によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として，行われなければならない」旨の

理念規定が整備された。 

その後，令和 2 年 5 月のバリアフリー法改正により，バス等の旅客のための道路施設が基準適合義務対象とし

て拡大されるとともに，道路管理者は，移動等円滑化された旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法

に関する基準（ソフト基準）を遵守するよう努めなければならないこととされ、これを受けて、令和 3年 3 月に

道路移動等円滑化基準が改正された。 

「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」は，道路事業に携わる担当者が上記の多様なニーズを実現する上で，

ユニバーサルデザインを目指した道路空間を形成するため，必要とされる道路の構造を理解し，計画の策定や事

業の実施，評価などを行う際に，「バリアフリー法」及び「道路移動等円滑化基準」に基づく特定道路の新設ま

たは改築を行う場合だけでなく，その他の道路の整備を行う場合にも，活用することを目的として策定すること

としたものである。 

1.1  構造 

1.1.1  歩道等のバリアフリー構造 

(1)  概要 

平成 12年 11 月 15 日に「高齢者，身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」

「交通バリアフリー法」が施行され，高齢者，身体障害者等の移動に際しての身体の負担を軽減し，移動の利便

性及び安全性の向上を図るために，関係機関による一体的・重点的な移動円滑化の実施・枠組みが位置付けられ

た。道路空間においても同法に基づいたバリアフリー化が進められてきたところである。 

また，平成 18年 6月 21 日に公布され，同年 12月 20 日に施行された「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」(「バリアフリー新法」)では，高齢者，障害者等(身体障害者，知的障害者，精神障害者，

発達障害者を含む，全ての障害者)の移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために，利用者や整備

の対象範囲を拡大しつつ，より一層のバリアフリー化を進展させることとなったところである。 

国土交通省では，バリアフリー新法の施行に合わせて，全ての人々が安全で安心して利用できる道路空間のユ

ニバーサルデザイン化を目指し，バリアフリー新法に基づく特定道路の新設または改築を行うに際して適合させ

る基準として「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」(平成 18年 12 月 19 日国土

交通省令第 116 号)を定めた。 

この基準は，道路の構造の遵守すべき最低基準を定めているものであり，実際の道路空間を形成する上では，

高齢者，障害者等をはじめ全ての利用者のニーズに合ったより質の高い歩行空間の形成が求められている。 

また基準は，バリアフリー新法の特定道路に課されるだけでなく，その他の全ての道路に対して適合の努力義

務が課されている。 

「改訂版道路の移動等円滑化整備ガイドライン」は，道路事業に携わる担当者が上記の多様なニーズを実現す

る上で，ユニバーサルデザインを目指した道路空間を形成するため，必要とされる道路の構造を理解し，計画の

策定や事業の実施，評価などを行う際に，「バリアフリー新法」及び「道路移動等円滑化基準」に基づく特定道

路の新設または改築を行う場合だけでなく，その他の道路の整備を行う場合にも，活用することを目的として策

定することとしたものである。 
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他編参照項目の追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3  歩車道分離方式 

(1)  セミフラット，フラット，マウントアップ各形式とも歩車道分離方式（防護柵，ブロック式）は，5.3 車両

用防護柵の設置区間および 5.8.1歩行者用自転車用柵のフローチャートを参照することとする。 

(2)  歩車道境界に用いる歩車道分離施設（歩車道境界ブロック，Ｌ型街渠）はプレキャスト製品を用いることを

標準とする。ただし，現場条件等よりやむを得ない場合には，この限りではない。 

(3)  歩車道分離施設と舗装との隙間には草が繁茂することが多いため,通行の安全性の確保や草刈費用の低減の

観点から,プレキャスト製品を用いる場合には防草効果のある製品を使用すること。防草効果のある製品を使

用しない箇所については,歩車道分離施設と舗装（歩道側）との間に防草シール（「ボーソーシールＴ」同等

品以上）を設置すること。なお,天端貼り付けタイプは使用不可とする。 

防草対策については,別途,第 11編 維持修繕 4.4防草対策を参照すること。 

(4)  排水構造については,第５編 3.5 排水構造を参照すること。 

(5)  植樹帯,植樹桝及びトレリスの構造については,第７編 4.3 植樹帯,植樹桝及びトレリスの構造を参照するこ

と。 

1.1.1  歩車道分離方式 

(1)  セミフラット，フラット，マウントアップ各形式とも歩車道分離方式（防護柵，ブロック式）は， 

5.3 車両用防護柵の設置区間および 5.8.1 歩行者用自転車用柵の設置計画のフローチャートを参

照することとする。 

(2)  歩車道境界に用いる歩車道分離施設（歩車道境界ブロック，Ｌ型街渠）はプレキャスト製品を用い

ることを標準とする。ただし，現場条件等よりやむを得ない場合には，この限りではない。 

(3)  歩車道分離施設と舗装との隙間には草が繁茂することが多いため、通行の安全性の確保や草刈費

用の低減の観点から、プレキャスト製品を用いる場合には防草効果のある製品を使用すること。防

草効果のある製品を使用しない箇所については、歩車道分離施設と舗装（歩道側）との間に防草シ

ール（「ボーソーシールＴ」同等品以上）を設置すること。なお、天端貼り付けタイプは使用不可

とする。 
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歩車道境界ブロックとガードパイ

プのとおりについて追記。 

 

(a)  フラット式 

    【プレキャスト製品】                  【現場打ち】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。-1 フラット式 

Ｆ１：植樹帯のない場合 

 

Ｆ２：ガードパイプ設置時 

（植樹帯のない場合） 

Ｆ３：植樹帯がある場合 

Ｆ４：ガードパイプ設置時 

（植樹帯のある場合） 

注（２） 注（１） 

注（１） ベース付歩車道境界ブロックは,車道舗装（As 合材厚）がｅ以上の場合, 

   ｅ≧As合材厚となるよう,均しコンクリート(18-8-25)にて調節すること。 

   なお,均しコンクリートの最小厚は5cmとし基礎材と敷モルタルの間に設置する。 

注（２） 車道舗装（As 合材厚）が 20cm以下の場合 h=20cm 

                  21cm 以上の場合 h=As 合材厚 

      既設舗装にカッターを入れて設置する場合  h=12cm 

 

ブロック前面と防護柵

前面を一致させるもの

とする。 

(a)  フラット式 

    【プレキャスト製品】                  【現場打ち】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。-1 フラット式 

Ｆ１：植樹帯のない場合 

 

Ｆ２：ガードパイプ設置時 

（植樹帯のない場合） 

Ｆ３：植樹帯がある場合 

Ｆ４：ガードパイプ設置時 

（植樹帯のある場合） 

注（２） 注（１） 

注（１） ベース付歩車道境界ブロックは,車道舗装（As 合材厚）がｅ以上の場合, 

   ｅ≧As合材厚となるよう,均しコンクリート(18-8-25)にて調節すること。 

   なお,均しコンクリートの最小厚は5cmとし基礎材と敷モルタルの間に設置する。 

注（２） 車道舗装（As 合材厚）が 20cm以下の場合 h=20cm 

                  21cm 以上の場合 h=As 合材厚 

      既設舗装にカッターを入れて設置する場合  h=12cm 
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構成を変更 
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新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切下げブロックを追加 
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新 旧 改訂理由 

   

最新基準の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  材料 

視覚障害者誘導用ブロックの材料としては十分な強度を有し，歩行性（滑りにくいもの），耐久性，耐摩耗

性に優れたものを用いるものとする。 

(2)  色彩 

視覚障害者誘導用ブロックの平板の歩行表面および突起の表面の色彩は，原則として黄色とし，景観性を考

慮した場合，輝度比 2.0 程度とすることとする。しかしながら，色彩に配慮した舗装を施した歩道等において，

黄色いブロックを適用することでその対比効果が十分発揮できなくなる場合は，設置面との輝度比や明度さが

確保できる黄色以外の色とするものとする。 

視覚障害者は，視覚障害者誘導用ブロックを歩行の手助けとしており，視覚障害者誘導用ブロックを直接足

で踏むことや白杖で触れることにより認識しているほか，弱視者は，視覚障害者誘導用ブロックの色のコント

ラストにより認識している場合もある。 

視覚障害者誘導用ブロックの色については一般的に黄色と認知されており，黄色が良いとする意見も多いた

め，黄色を基本とするが，路面の色彩が類似している場合，周囲の路面との輝度比を 2.0 程度確保することに

より視覚障害者誘導用ブロックが容易に識別できることが必要である。 

また，周辺環境に配慮する場合は視覚障害者誘導用ブロックと舗装面の明度や彩度のコントラストをはっき

りさせる必要があり，「道路の移動等円滑化整備ガイドライン 7-13，27～29」などを参考に色の組み合わせを

検討することとする。 

(1)  材料 

視覚障害者誘導用ブロックの材料としては十分な強度を有し，歩行性（滑りにくいもの），耐久性，耐摩耗

性に優れたものを用いるものとする。 

(2)  色彩 

視覚障害者誘導用ブロックの平板の歩行表面および突起の表面の色彩は，原則として黄色とし，景観性を考

慮した場合，輝度比 2.0 程度とすることとする。 

視覚障害者は，視覚障害者誘導用ブロックを歩行の手助けとしており，視覚障害者誘導用ブロックを直接足

で踏むことや白杖で触れることにより認識しているほか，弱視者は，視覚障害者誘導用ブロックの色のコント

ラストにより認識している場合もある。 

視覚障害者誘導用ブロックの色については一般的に黄色と認知されており，黄色以外の色を採用する場合，

利用者の混乱を招くおそれがあるため安易に採用すべきではない。 

また，周辺環境に配慮する場合は視覚障害者誘導用ブロックと舗装面の明度や彩度のコントラストをはっき

りさせる必要があり，「改訂版道路の移動等円滑化整備ガイドライン」を参考に色の組み合わせを検討するこ

ととする。 
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参照先の追加。 
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新 旧 改訂理由 

   

プレキャスト製品について

記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他編参照先の追加。 
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他編参照先の追加。 
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新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

参照先の追加。 
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新 旧 改訂理由 

   

参照元の修正。 
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参考文献の追記。 
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参考文献の修正。 
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参考文献の修正 
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新 旧 改訂理由 

 

削除 

  

 現状と内容がそぐわないた

め。 
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新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献の修正。 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

道路構造の手引き改定対照表 

第 6 編 交通安全 

6-50 

 

新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本手引き改訂にあたり追加 
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新 旧 改訂理由 

   

これまでの点検業務を踏まえ追記 
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新 旧 改訂理由 

   

これまでの点検業務を踏まえ修正 
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写真の削除 
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新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献の修正。 
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新 旧 改訂理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路構造令の解説と運用を参考に

表を作成 
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参照先の追加 
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支柱の防腐・防食強化について、

愛知県土木工事標準仕様書と整

合。 
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6-80 

 

新 旧 改訂理由 

   

固定式ガードレールと同等の防護柵機

能を有する製品を車両用防護柵として

設置検討することについて追記。 
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6-88 

 

新 旧 改訂理由 

   

 

参考文献の修正 
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6-89 

 

新 旧 改訂理由 

 

削除 

  

 

削除 
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道路構造の手引き改定対照表 
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6-89 

 

新 旧 改訂理由 

   

参考文献の追記 
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6-92 

 

新 旧 改訂理由 

   

参考文献の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


